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２０２４年問題とは

このチラシは、令和4年12月8日に行われた「宮城県協議会」において、荷主委員から荷主の認知度が薄いことや、
ガイドラインの存在を知らないのではないかとの指摘があり、東北運輸局で荷主向けに作成したもの。 1
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東北運輸局トラック事業者が法令違反をすると

法令順守は交通事故を防止し、安全・安心を守るため。
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具体例
〇対象 A運送（株） 本社営業所 (車両数14両)
〇端緒 労働局からの自動車運転者の労働条件改善のための通報及び内部告発
〇所見 主に他運送事業者の下請けとして運送を行っている場合が多く、荷主に対して弱い立場

であることが法令違反の一因と思料される。
〇主な違反項目
・運転者に対して告示で定める乗務時間の基準を遵守させていなかった。
・一運行における勤務時間が基準を超えていた。 他６項目

〇自動車等の使用停止処分の内容
車両６両 令和元年12月24日～令和2年1月16日(24日間)
車両１両 令和元年12月24日～令和2年1月18日(26日間) 合計170日車
※運行管理者には資格者証返納命令発令



「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント
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トラックGメンの設置による荷主・元請事業者への監視体制の強化

国⼟交通省
（本省、地⽅運輸局・⽀局）

トラック事業者

関係省庁
（中企庁、公取委、厚労省）

荷主
・

元請トラック事業者

荷主所管省庁
（経産省、農⽔省 等）

連携 連携

トラックGメンの設置による荷主等への監視体制の緊急強化

トラック事業者へのプッシュ型の情報収集を開始し
情報収集⼒を強化（2023年度〜）

トラック法に基づく「働きかけ」「要請」「勧告・公表」
制度※の執⾏⼒を強化（2023年度〜）

トラック法に基づく
是正措置情報収集

※2018年に議員立法で制定。2023年6月に適用期限を「当分の間」に延長。

荷主対策の深度化

トラック事業者の法令遵守に係る国土交通大臣による荷主への働きかけや

要請等の規定

標準的な運賃

運転者の労働条件を改善し、持続的に事業を運営するための参考指標としての

「標準的な運賃」制度（令和２年４月告示） ⇒セミナーや各種協議会による周知・浸透

働きかけ 要 請 勧告・公表

違反原因⾏為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因⾏為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

上記について「当分の間」の措置とする

43.2%

12.2%
12.2%

12.2%

10.1%

7.9%

2.2% ⻑時間の荷待ち
依頼になかった附帯業務
運賃・料⾦の不当な据置き
過積載運⾏の要求
無理な配送依頼
拘束時間超過
異常気象時の運⾏指⽰

違反原因⾏為の割合

「働きかけ」等の実施件数
要請︓４件 働きかけ︓８４件

※令和元年7月～令和５年６月末までの累計

違反原因⾏為の割合

東北運輸局
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貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」実施までの手順

「働きかけ文書発出とともにヒアリングを実施する場合は、主に以下の流れに沿って実施

長時間の荷待ち、運賃・料金の不当な据置き、過積載の指示等、違反原因行為の事実確認

違反原因行為が事実の場合、早急の解消に向けた改善計画の作成・提出

改善計画には、違反原因行為の解消に必要な期間を設定（改善期間：概ね3か月程度）

取組の確実な実施を指示するとともに、進捗状況や改善効果等を定期的にヒアリングや提出データ等で

確認し、違反原因行為が解消されたことが確認できるまでフォローアップ

当該荷主が扱う貨物を所掌する関係省庁（経産省、農水省等）と連携してヒアリングを実施

これまでの実績（令和５年６月末までの累計）：働きかけ⇒８４件、要請⇒４件

違反原因行為
の情報を投稿

国土交通省
情報入手

投
稿

疑いのある
荷主へ連絡

ヒアリング
実施

荷主都合による長時
間の荷待ちで、拘束
時間が守れない
契約にない附帯作業
の強要 等

投稿情報等を整理の
上、荷主に接触
関係省庁と情報共有
ヒアリング準備 等

支店等への違反原因
行為の事実確認
国への報告書作成
社内調整 等

働きかけ文書の手交
違反原因行為の事実確認
改善計画の作成、早急な
取組の実施を指示
その後のFUを伝達 等

情報提供窓口（目安箱）
をHPに設置（24h運用）

関係省庁も同席荷主の本社へ連絡
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働きかけ文書
発出

働きかけ文書発出
とともにヒアリング

貨物自動車運送事業法に基づく「働きかけ」

東北運輸局



主な働きかけの実施事例(違反原因行為： 長時間の荷待ち)
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②(食品物流会社・着荷主) ～東北、近畿、九州運輸局管内 ➂(製紙卸会社・発荷主) ～東北、中国運輸局管内

● 朝に受付しても、伝票発行が早くて15時。遅い時では18時の場合もあり。

● 配送先決定、伝票発行が遅いため、積込み開始も遅くなり、5時間以上の待機が発生。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 積込み用バースの見直し(増加)を実施。

○ 場外倉庫に積荷のバーコードの読み込みシステムを導入(工場へ戻る時間の削減に寄与)。

○ 新たな倉庫建設による横持ち移動時間の削減も検討。

東北運輸局

①(食品物流会社・着荷主) ～東北、近畿、九州運輸局管内

● 午前中指定納品のため、午前中に現地到着するも、荷卸し開始が13時(15時もあり)とは理不尽過ぎる。

● いつ行っても待機時間が長すぎる。繁忙期には午前7時に受付をして午後８時になってもまだ降ろせず

降ろせる見込みもないことから、荷物を持ち帰ったこともあった。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 一部運用にとどまっていた「トラック予約システム」を全車両に拡大。

○ 入庫作業バースの拡張と荷卸し時間の拡大（荷卸し開始時間を1時間前倒し）。

④(運送事業者・元請) ～中部運輸局管内 〈R4,8月追記〉

● 日曜祭日以外は、3時間以上待たされる。夕方18時に到着して荷卸しは早くて21時。

● 荷卸しの受付をして、毎回6～8時間待たされ、2件目の卸し時間に間に合わせるために途中休憩が取れない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 専用バースの確保、荷受・仕分要員の配置、到着時間の設定(１７：００の定着化)の対策を実施した結果、

平均滞在時間 が「30分未満」まで大幅改善。
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東北運輸局

⑤(運送事業者・元請、鉄鋼品取扱会社・発荷主) ～中国運輸局管内 〈R4,8月追記〉

● 待機することが当たり前の状態であり、荷主等もそれを当たり前のことと思っている節あり。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請・発荷主側が実施。

○ 積込ヤードの厳格管理（空きヤードへの誘導等）、検品作業へのハンディターミナルの全面導入。

〇 協力会社、乗務員から率直な意見を吸い上げる『目安箱』の設置、長時間荷待ち是正等に向けた各種取組を紹介

する情報誌の所内掲示、定期的な協力会社ヒアリングの実施による情報共有を早急に実施。

〇 ドライバーの入構時間を正確に管理するためのシステム導入に向けた検討をスタート。

主な働きかけの実施事例(違反原因行為： 長時間の荷待ち)

⑥(精密機器製造会社・着荷主) ～関東運輸局管内〈R5,1月追記〉

● 荷卸し受付後、最大４～５時間の待機が結構ある。

● 順番も受付順ではなく地方便が優先となっているが、優先順位の説明もない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 早朝時間帯以外への車両の分散化として一部時間指定を導入する対策を実施。

○ 荷卸しレーンを増加(2レーン→３レーンへ)し、荷卸し能力を強化。

○ 一部貨物を他の倉庫宛に移し、納入トラック台数を削減する対策を実施。

⑦(日用品販売会社・着荷主) ～関東運輸局管内

● 平均５時間は待機させられる。

● 労働環境の悪化が著しく、時間管理もできない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を着荷主側が実施。

○ 入庫混雑時間帯の分散や荷受け開始時間の前倒し、仮置きスペースの確保を実施。

○ 長時間の荷待ち状況が大幅に改善。これまでの取組の効果を分析し、今後他施設でも実施予定。



主な働きかけの実施事例(依頼(契約)になかった附帯作業)
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①(運送事業者・元請) ～近畿運輸局管内

● 運送内容を規定する正式な契約書をもらえていない。

● 仕分け作業料、積込料の負担をお願いしているが、支払ってもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 協力会社と個別に協議を開始。作業範囲、運送料金、作業附帯料金をそれぞれ分けて契約を締結し、契約内容の

「見える化」を実施中（5月中には全ての協力会社と契約締結予定）。

○ 契約締結にあたり、チェックシートを用いて各社の法令遵守にかかる状況を再確認するなど、輸送の安全の確保

に対する取組も合わせて措置。

東北運輸局

②(食品製造卸会社・真荷主、運送事業者・元請) ～関東、近畿、四国、北陸信越運輸局管内

● 積荷の手卸し後、積荷の仕分けとラベル貼りまで、2～3時間かけてやらされるところもある。

● 卸先に仕分作業を止めてもらうよう、会社からお願いしても「メーカーに相談してくれ」と言われ、メーカーに交渉

しても、「前の運送事業者もやっていた」と一切取り合ってもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認⇒以下の対策を真荷主・元請側が実施。

○ 真荷主及び元請から、附帯作業の撤廃について申入れを実施し、了承。



主な働きかけの実施事例(運賃・料金等の不当な据置き)

9

①(農産品取扱企業・真荷主) ～九州運輸局管内 〈R4,10月追記〉

● 運賃や燃料サーチャージについて交渉しても、応じてもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を真荷主側が実施。

○ 燃料サーチャージについては、全額支払うことで運送事業者と契約締結

○ 運賃については、これまで「トラッシュの比率分」を差し引いた積荷料金の支払いであったところトラッシュを

含むすべての輸送重量に対して積荷料金を支払うことで合意。

東北運輸局

②(農産品取扱企業・元請) ～東北運輸局管内 〈R4,10月追記〉

● 燃料サーチャージについて交渉しても、なかなか結論を出してもらえない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 元請と真荷主が速やかに協議し、燃料サーチャージを導入することでスピード決着。

〇 運賃についても、関係者間で、価格改定を行うことで合意。



主な働きかけの実施事例(その他)
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違反原因行為：過積載運行の要求
(運送事業者・元請) ～中部運輸局管内

● 荷台の天井まで、物理的に積めることができるところまで荷物を積まされる。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を元請側が実施。

○ 協力会社と調整を図り、一部４ｔ車両から大型車両へ変更。

○ 積荷重量を把握できる配車システムを構築し、協力会社と連携し、重量の分散化を実施。

○ 同種事案の防止として、社内幹部会議において情報を共有、その後、社内全体へ迅速に情報展開。

東北運輸局

違反原因行為：拘束時間超過
(食品物流会社・発荷主) ～関東運輸局管内

● 積込み先に到着しても荷揃え作業が終わっておらず、配送全体が遅くなり、拘束時間が守れない。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 物流機器(ソータシステム等)を導入し、仕分け作業のスピードアップ化を実施。

○ 運送事業者と連携し、小口ロッドの配送を集約配送し、配送車両の削減を検討。

違反原因行為：異常気象時の運行指示
(食品物流会社・発荷主) ～関東運輸局管内

● 大雪警報が発令されているにもかかわらず、配送を依頼された。

～ これを受けてヒアリングを実施し、事実を確認。⇒以下の対策を発荷主側が実施。

○ 災害時の対応マニュアルの見直しを行い、配送先とも連携し、ドライバーの安全を最優先とした対応を行うこ

とを改めて徹底。

○ 予め荒天が予想される場合、運送事業者の判断による運行の中止について、配送先と連携し検討。



「要請」に至った事例概要
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これまでに実施した「要請」４件の概要は、以下のとおり。

●要請発出日：令和４年８月８日
●業種：紙・パルプ（発荷主）
●違反原因行為：恒常的な長時間の荷待ち、無理な運行指示

（要請に至った理由）
従前、「働きかけ」を実施し、一定の改善あり
その後、複数の者から、長時間の荷待ちが発生している旨の投
稿が寄せられたため、ヒアリングを実施
ヒアリング時に提供されたデータから、長時間の荷待ちが発生
しているものと判断

⇒「事務取扱」規定④に則り、「要請」発出

●要請発出日：令和４年１１月１１日
●業種：元請運送事業者
●違反原因行為：過積載運行の指示

（要請に至った理由）
運賃・料金の不当な据置き、過積載運行の指示など複数の違反
原因行為の疑いから、「働きかけ」を実施し、改善計画の作成
を指示
改善計画の作成中、同種の違反原因行為（過積載運行の指示）
を行っているとの投稿あり

⇒「事務取扱」規定に則り、「働きかけ」実施中にもかかわらず、
同種の違反原因行為を行っているとの情報が確認できたことか
ら、「要請」発出

●要請発出日：令和５年２月２０日
●業種：加工食品（着荷主）
●違反原因行為：恒常的な長時間の荷待ち

（要請に至った理由）
「働きかけ」を実施し、策定した改善計画に基づく取組を実施
後、一定の改善あり
その後、国土交通省及び厚生労働省の意見募集窓口に対し、複
数の者から、同種の違反原因行為が発生している投稿あり

⇒「事務取扱」規定⑤に則り、「要請」発出

●要請発出日：令和５年５月２９日
●業種：紙製品（発荷主）
●違反原因行為：恒常的な長時間の荷待ち

（要請に至った理由）
厚生労働省設置の意見募集窓口に当該荷主の長時間の荷待ち情
報の投稿あり
これを受け、労働基準監督署では、当該荷主に対して改善を求
める要請文書を発出
要請文の発出後も、厚生労働省及び国土交通省に対し、同種の
違反原因行為を行っているとの投稿あり

⇒「事務取扱」規定⑤に則り、「要請」発出
※「働きかけ」を行わず、即「要請」を発出した初の事例

東北運輸局



交渉成功事例 荷主等に対する説明の場

• 労働時間の短縮について、以前から荷主と単独で交渉を重ねてきたが、なかなか相手にしてもらえな
かった。その荷主へは、他県の事業者も入っていたことから、その事業者へ相談・連携し、このままだ
とこれまでの車両数では対応できず、半分の車両数での運送になってしまうと訴えたところ、労働時間
短縮と運賃アップにもつながった。

• 生産者、卸、荷主、運送事業者など、流通に関わる関係者が一堂に会する会議があり、サプライ
チェーンとしての取組や課題などを共有したところ、荷主が運送事業者の現状を初めて理解してくれ、
交渉が進めやすくなった。

• 2024年問題とは関係なしに、運行の内容、燃油高騰、作業の負荷等を考慮し荷主のありのままを伝え
られたことにより理解を得られそれなりの対価を得られるようにシフトした。

• 物流セミナーに荷主とともに参加した結果、取り卸し待機料の収受や運賃の値上げにも繫がった。
• 荷主が物流業界の2024年問題による人手不足や燃料高騰等の諸課題を理解して、運賃の一部を

2023年中に値上げする予定。
12

丁寧な説明、セミナーへの参加、関係者会議での問題の
共有等、「２０２４年問題」について、まずは荷主に理解して
もらう。

流通関係者が一堂に会する会議の場で説明。
物流セミナーに荷主とともに参加。
荷主との間に長年の関係性あり。

東北運輸局



交渉成功事例 具体的なデータの提示

■燃料高騰については理解してもらいやすい。
• サーチャージの理解は得ることが出来たが、満額の回答を得ることが中々難しい。
• 燃料値上がりに対して、距離燃費分を値上げした。（8％以上）
• 燃料高騰により全荷主に運賃値上げ交渉を行った結果、全荷主より１割程度値上げの了承を得ることができた。

■時間短縮の効果等のデータを示して、高速道路の使用につなげる。
• 一部高速区間の使用をできるようになりました。積込時間が一定の時間を過ぎた場合、高速使用となる。
• 高速料金の別収受と高速利用の理解。積卸し時間の設定化による休憩時間の確保。
• 労働時間の短縮のため高速道路の使用許可をお願いした。試験的に高速道を利用し、どのくらい時間短縮できるか

データをとった。今後費用負担について打合せする。

■原価表や、各種経費の内訳、経費上昇金額の詳細等を提示することで理解を得られる。
• 原価表を提示して料金が上がった。
• 運賃値上げの通達文を作成し荷主に訪問。年間稼働日数と年間運賃の説明をし、現状運賃の金額を把握してもらう。

弊社の自助努力の限界と作業時に使用するラップや緩衝材、車両価格や維持に必要な経費等の説明を行い、以前
と現行の購入金額の差額（上昇分）を把握してもらう。今後の担い手の確保、既存従業員の離職を防ぐための給与
アップ等を含めた説明を行い、荷主に運賃値上げの了承をいただいた。

13

具体的なデータを提示して説明している。
燃油高騰については理解してもらいやすい。
時間短縮の効果等のデータを示して、高速道路の使用につなげる。

原価表や、各種経費の内訳、経費上昇金額の詳細等を提示する
ことで理解を得られる。

東北運輸局



「２０２４年問題」に係るホームページついて

14

２ ０ ２ ４ 年４ 月から働き方改革関連法施行により 時間外労働
の上限規制等が適用される、 いわゆる「 ２ ０ ２ ４ 年問題」 に
ついて周知するため、 東北運輸局のホームぺージ内に特設
ページを設置しました。

セミ ナー等の開催案内を始めと した「 ２ ０ ２ ４ 年問題」 に関
する情報を運送事業者向け、 荷主企業向け、 物流利用者向け
にそれぞれ掲載しており ます。

※東北運輸局ホームページ（ ト ッ プ画面）

「 ２ ０ ２ ４ 年問題」 特設ページアド レス
https://w ww tb.m lit.go.jp/tohoku/00001_ 00250.htm l

東北運輸局



ご清聴ありがとうございました。

東北運輸局


